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問い合わせ　市子ども課 次世代育成係　☎22-5121

　こども園・保育所などに入所していない未就
学児が、一時預かりや病後児保育のサービスを
利用する際に「ホッ とカード」を提示する
と、利用料の全部または一部が免除されます。
交付希望者は申請が必要です。
カードの利用限度額　１万円
※ただし、次のいずれかの場合は３万円
①母が妊産婦

②満１歳未満の兄弟姉妹がいる
③兄弟姉妹が特別児童扶養手当の受給者など
④介護・看護を日常的にしている
 申請先　市子ども課、各地区生活応援センター
※申請書は市のホームページからダウンロード
できます
※実施施設など詳しくは市のホームページをご
覧ください
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